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世界的に極めて厳しい経済状況に置かれて

いる昨今ではあるが、2020年度までの中長期

を展望すれば、新興国経済の成長などを背景

に日本経済は緩やかな足取りなものの、正常

化への道筋に向かう。ただし、足元の米国発

の金融危機の影響は大きい。現段階は、米国

の過剰消費体質への世界的な依存から、新た

な世界的な需要構造を模索している過程にあ

る。以下において、2020年までの日本経済と、

それを取り巻く海外経済の動きを詳細にみて

いきたい。

（１）潜在成長率の見通し

中長期の経済を展望する際、経済成長の

“ベースライン”として「潜在成長率」を考

えることが有効である。潜在成長率とは、経

済の主たる生産要素である「労働」、「資本」

と、技術進歩等により構成される「全要素生

産性」（ＴＦＰ）の動きから推計される、日

本経済が本来持つ成長性である。短期的には

景気は上下動するゆえ、実現する成長率と潜

在成長率は異なるが、中長期的には、この潜

在成長率のトレンドに沿った形で推移すると

みるのが自然である。

それでは、中長期的な成長のベースラインと

なる潜在成長率は、今後どのように推移して

いくであろうか。主たる生産要素ごとに、そ

の傾向を見ていこう。
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①労働力要因

国立社会保障・人口問題研究所「将来推計

人口」によれば、低下する出生率を背景とし

て、生産年齢人口（15―64歳）、総人口とも、

既に減少トレンドに入っている｡性別・年齢

別の労働力率に大きな変化がないとすれば、

労働力人口の減少は避けられない。もちろん、

中長期的に女性と高齢者の更なる労働市場へ

の参入が進めば、すなわち、①結婚や出産等

の状況の変化の下でも円滑に働けるように女

性の就業形態が変化し、②男女高齢者の労働

力率が高まれば、労働面からの潜在成長力下

押し圧力は緩和されるが、減少傾向に歯止め

をかけることはできない。今回の想定では上

記の条件を考慮に入れたものの、ＧＤＰを年率

平均マイナス0.3％程度下押しする形となる。

②資本要因

2002年以降の景気回復期において、更新投

資や新規投資が増加し、設備年齢が下げ止ま

り傾向を見せてきた。しかし、今般の景気低

迷による設備投資の先送りにより、当面は資

本ストックの伸びは低迷することが見込まれ

る（2012年度まではＧＤＰを年率平均0.3％

程度の押し上げに留まる）。しかし再度設備

年齢の上昇もあり、2012年度以降はＧＤＰを

0.9％程度押し上げる力があるとみる。

③全要素生産性要因

「全要素生産性」と呼ばれる、生産性の向

上、技術進歩要因は、潜在成長率を規定する

重要な要素である。日本の高度成長期には全

要素生産性の向上が新製品開発等に結びつ

き、それが新規需要の創出、ダイナミックな

産業構造変化に繋がり、経済成長をもたらし

た。また、90年代における日本経済の低迷は、

非効率な資金配分により全要素生産性が低迷

したことが一因との研究もある。

全要素生産性は、技術進歩がその主要な構

成要素とみなされるゆえ、全要素生産性＝技

術進歩と解釈される場合が多い。しかし、よ

り細かくみると、技術体系（技術の活用方法

等）の進歩や企業組織の改革、産業構造の効

率的変化等も含まれる。例えば昨今のＩＴ化

の進展は、ＩＴ技術の進歩にとどまらず、そ

れを導入した企業の組織を効率的なものに変

え、あるいは新たなビジネスを生み出す等の

動きを通じて、全要素生産性を大幅に上昇さ

せた。また、規制緩和等を中心とした経済構

造改革についても、競争の激化による資源配

分の効率化や人的資本投資の活発化を通じて

生産性の上昇に寄与したことは、90年代以降

に規制緩和の進んだ通信、金融・保険等の実

態からも明らかである。日本においては、Ｉ

Ｔ化は既に進展し、規制緩和も部分的に進展

しているが、今後についても上記に類する他

の技術進歩や、規制緩和の広範な推進による

上積みを考えれば、2020年までを通じて年率

0.7％程度ＧＤＰ成長率を上積みできる可能

性がある。

④全要素生産性の動きからみる産業別動向

1990年代以降の全要素生産性を産業別に推

計すると、全要素生産性を上昇させた業種と

しては、電気機械産業を中心に、輸送機械、

精密機械、金融・保険、不動産、運輸・通信

業が挙げられる。一方、雇用吸収力が高かっ

た建設業、商業、流通業、サービス業等は全

要素生産性が下落した業種でもある。ここか

らは、技術進歩的な要因のほか、規制緩和や

産業構造転換等の政策対応が全要素生産性の

上昇に奏功していることが判断できる。今後

は官民ともに全要素生産性を高める工夫が求

められる。

日本経済の潜在成長率の見通し

出典：三菱総合研究所推計
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⑤潜在成長率のトレンド

上記の①～③の３要因を考慮に入れること

により中長期的な日本の潜在成長率のトレン

ドを推定することができる。今般の経済情勢

を反映して、潜在成長率は当面は低迷する

（2012年度までは1％弱）が、その後は回復に

向かい、2020年度にかけてはおよそ1％台前

半から半ばでの推移を予想している。予測期

間の前半は、需要ショックへの対応としての

供給構造の見直しや資本ストックの蓄積減

速、後半については特に労働力人口の減少な

どの逆風が強まる。ただし、新興国需要への

対応、構造改革などが進めば、生産性向上を

通じて潜在成長率を支える方向に寄与するで

あろう。

（２）経済成長の流れ

景気は需要の強弱等による循環的な流れが

あるものの、中長期的には上記の潜在成長率

をベーストレンドとして推移するとみるのが

自然である。その点を考慮に入れつつ推計を

行った結果、2006-10年度の年度平均ベース

の実質成長率は0.3％、11-15年度は2.1％、16-

20年度は1.4％と予測した。構造改革が後退

していることもあり、このままでは2020年度

に向けた成長率が安定的に2％を保つと見る

のは難しいであろう。08年度後半からの景気

後退は10年度の底固めを経た後、緩やかに勢

いを回復していくと見込む。なお、ここでは、

2012年度と2016年度の消費税引き上げを想定

しており、駆け込み需要の影響などから11-

15年度の平均成長率はもともとの実勢よりも

やや高めになっている。

（３）マクロ政策などの前提条件

①マクロ経済政策

景気の波を考える上でのポイントは、マク

ロ経済政策である。まず消費税率の引き上げ

に関しては、2012年度：5→8％、2016年度：

8％→10％の2段階引き上げを前提としてお

り、そのタイミングを境に駆け込み需要とそ

の反動が生じることを織り込んでいる。なお、

2011年度以降の財政支出については、財政政

策は財政再建が意識されることから引き締め

気味に推移するものと想定した。

次に、金融政策については、2020年度まで

の長期でみればマクロ全体の需給バランスの

改善とともに基調として引き締め方向に進

む。ただし、足元の世界経済の減速により、

マクロベースでみた需給バランス（GDPギャ

ップ）は2009年度では▲5％程度の供給超過

にまで悪化する可能性が高い。そのため、緩

和的な金融環境は当分の間続き、2011年度ま

では景気やデフレ圧力をながめ、政策金利は

低めに保たれると想定した。2012年度以降は、

長期的に安定した経済成長の実現を図るた

め、景気の改善に歩をあわせた、「平常モー

ド」の利上げプロセスに入っていくとみる。

②為替・原油市況

円ドルレートは、足元極めて悪化している

米国経済が、政策効果などで先行き回復する

のにあわせ、しばらく円安方向に向かった後、

2015年以降は総じて円高基調で推移すると見

込んだ。米国の潜在成長率の低下や日本の政

策金利引上げなどに伴い、緩やかな円高圧力

が働くと予想されるためだ。

原油市況については、新興国などの経済成長

によって長い眼で見た需要は拡大する可能性

が高いため、原油価格は2020年度に向けて70

ドル/バレル台に向かうシナリオを想定した。

（１）財政・金融面の動き

①財政収支

高齢者数の増加、公共支出の拡大などから

財政への負荷は拡大する一方、足元の景気後

退の影響で税収が落ち込むことから、消費税

の引き上げ（2012年度+3％、2016年度+2％）

を行ったとしてもプライマリーバランス（基

礎的財政収支）の黒字化は遠のく見込みであ

る（黒字化達成は2017年度ごろ）。こう考え

ると、財政再建のためにも経済成長率を高め

る政策が重要である。2011年度の黒字化達成

に過度に固執する必要はないが、黒字化を達

Ⅱ．日本経済各論
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成するためだけに、長い眼で見た経済成長の

バランスを崩すような政策をとることは適切

ではない。

②金利動向―利上げテンポは緩やか

今後、かなり時間をかけた利上げプロセス

が予想される。その理由は、足元の景気や物

価などのマクロ経済環境の弱さだ。2011年度

ごろまではわが国の景気は勢いに欠けると見

込まれる。このため、総じて利上げに慎重な

スタンスが続くと予想される。しかし、2012

年度以降は、景気の勢いが強まるのにあわせ

て、短期金利は2015年度で2％程度、2020年

度で2％半ば程度の水準まで緩やかに調整さ

れるだろう。

それでは、長期金利はどのように推移する

であろうか。家計の貯蓄率は低下するものの、

企業の貯蓄が高めで推移すると考えられるこ

と、また、財政再建への努力などから、リス

クプレミアムの急拡大は避けられるシナリオ

を想定している。これらを前提とすれば、長

い眼で見て長期金利は概ね名目成長率に近い

水準で緩やかに上昇すると予想される。その

テンポは政策金利の徐々なる引上げなどを睨

みつつ、マイルドな上昇に留まろう。その結

果、2015年度ごろに2.5％程度、2020年度に

は2％台後半と予想される。

③物価の展望

予想される物価の動向を一言でいえば、当

面はデフレ圧力がかかり続ける状況となろ

う。マクロ的な需給バランスを示す「GDPギ

ャップ」は、2012年度以降は徐々に需要超過

の方向に向かうものと予想されるが、そのテ

ンポは緩やかなものと見込まれる。そのため、

予測期間に亘ってインフレ圧力は弱めの状態

が続く見通しである。

（２）内需の動き

①個人消費

世界的な景気悪化を受けて雇用は過剰感を

増している。その影響で賃金などの所得環境

や雇用環境が悪化し、当面の個人消費はしば

らく低調に推移するだろう。経済が次第に順

調な回復軌道に向かう2010年代以降は家計の

所得環境も回復してくると見込まれる。ただ、

消費の伸び率は2010年代を通じて概ね1％前

半程度に留まる公算が大きい。

なぜなら、まず、中長期的に見て新興国の

生産能力は更に高まると予想されることか

ら、サプライサイドで改革が進まなければ、

製造業などにおける国際競争の激化等によ

り、企業の人件費抑制スタンスは維持される。

今後労働力人口の減少により労働市場の需給

はタイト化する面はあるが、新興国との安い

労働力と生産分野が競合する限り、その度合

いは小さくなる。更に、国民負担の増加など

も考えると、可処分所得が中長期的に改善し

ていく見込みは薄く、消費が大きく伸びを高

める状況を想定することは難しい。

②設備投資

足元で資本ストックの過剰感が高まってい

ることから、循環的に見て調整局面に入って

おり、この動きはしばらく続くだろう。中長期

的にみれば、2015年度ごろまでは新興国は高

い成長過程にあるため、こうした国での内需

拡大や、環境、エネルギー分野の需要拡大を意

識した設備投資は中期的な拡大パスにあると

いえよう。もっとも、2020年ごろからは、新

興国経済の成長率はいくぶん低下することが

見込まれ、期待成長率はやや低下と予想され、

設備投資も伸びを若干弱める可能性が高い。

次に、外需の観点から日本経済と強く関連

する海外経済の動向を概観する。

（１）米国経済

米国経済は厳しい景気後退局面にある。住

宅バブル崩壊により、金融セクターの資金仲

介機能が著しく低下した結果、ほぼすべての

産業で生産活動が縮小している。過剰消費に

より債務を膨らませていた家計部門は、雇用

削減による所得の減少が追い討ちとなり、当

面は消費を手控えざるを得ない。需要の減退

が新たな雇用調整に繋がる悪循環がスピード

Ⅲ．海 外 経 済
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を増しており、出口の見えない状態が続いて

いる。07年12月に景気後退入りした米国経済

の悪化は長期化し、戦後最長記録（73年の第

1次石油危機、81年のS&L危機、いずれも16

ヶ月）を更新するのはほぼ確実である。

こうした中、1月20日に就任したオバマ新

大統領の景気対策が注目されている。2月11

日に上下院で合意した景気対策案は、下院通

過時に比べ、公共投資が削減され、減税に厚

く配分される結果となった。景気対策のGDP

浮揚効果は公共投資も合わせ、2009年が1％

ポイント弱、2010年は2％ポイント程度と考

えられる。ただし回復ペースは緩やかで、

徐々に潜在成長率（2％前半）近辺での成長

率に到達するとみる。ただし、景気後退が長

引き、赤字削減の道筋が明確に示されない事

態となれば、長期金利が上昇し景気回復を阻

害するリスクも考えられよう。

（２）欧州経済

欧州経済はユーロ発足以降初めての厳しい

景気後退に見舞われている。英国等の住宅バ

ブルが崩壊し、米国と同様の状況に陥ってい

る国は更に状況が深刻である。一方住宅バブ

ルが発生しなかったドイツなども近年輸出の

依存度を急速に高めていた状況下、海外景気

悪化の影響をダイレクトに受けた。

欧州の景気後退が厳しい見通しとなる理由

は、単一通貨であるユーロのもと、金融、財

政政策が硬直的となるためである。

以上を勘案すると、欧州は自律的な回復力

の弱さから米国よりも回復のタイミングは遅

れ、2011年以降と考えられる。特に金融を牽

引役とした経済成長のパターンが続いていた

英国は、当面低めの成長を余儀なくされよう。

その後、世界景気が本格的な回復に転じる

2012年以降は、東欧諸国の成長余地がまだ高

く、資本ストックの伸びも十分期待できると

みられることから、2%程度の成長ペースを

維持するとみる。

（３）中国経済の展望

中国の当面の注目点は、昨年11月上旬に公

表した4兆元の大規模な景気刺激策の効果で

ある。中国政府では、今回の経済対策は、経

済成長率を年率1％ポイント押し上げる効果

が期待されている。その中身を見ると、鉄

道・道路・空港などインフラ整備と復興再建

プロジェクトで7割を占めており、一定の効

果が期待できる。しかし、外需や機械受注の

急激な減速を踏まえると、09年の8%成長は

厳しいと予測され、本格的な回復は10年以降

と見込まれる。

生産人口の減少を控えている中国では、労

働力の質の向上と、消費を中心とする安定的

な内需拡大が課題となってくる。本格的な消

費の下支えには年金・医療制度の整備など高

齢化社会を意識したセーフティネットの構築

が必要となるであろう。以上の背景要因を踏

まえると、中国の経済成長率は、2011年-15

年は6.6％、2016-20年は5.0％台まで徐々に低

下すると予想する。

中長期的な持続的成長を考えていく際に重

要なのは、経済成長に必要なあらゆる要素を

考慮した「全要素生産性」の概念である。少

子高齢化が進み、労働力人口が減少していく

中、持続的な成長のためには「全要素生産性」

の上昇に期待せざるをえない。それでは日本

ならびに日本企業は、どのような方策をいか

なる優先順位で実践していけばいいのか。そ

のヒントとなるのが、スイスのIMD（国際経

営開発研究所）が公表する「国際競争力ラン

キング」だ。ここにおいては、「競争力」に

関連するさまざまな統計やアンケート結果か

ら、競争環境が整備されている度合いが数値

化される。生産性に関わる幅広い要素を考慮

する点で、このランキングは「全要素生産性」

の概念と類似していると言えよう。それゆえ

「国際競争力ランキング」の構成項目におけ

る長所の維持と欠点克服の工夫が、結果的に

日本の全要素生産性の上昇にも繋がる。

「国際競争力ランキング」を見ると、日本

Ⅳ．中長期的な経済成長に向けて
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は成長の基盤となりうる「科学インフラ」が

強い（55か国中2位）にも関わらず、総合順

位は22位と低迷している。その理由は、「強

み」を活かすための補完的な仕組み（法人税

制等の制度、オープンな市場、企業組織のあ

り方など）の弱さにある。技術開発や科学技

術といった日本の強みを保持しつつ、企業の

革新や創造意欲の下、それらを素早く、円滑

に組み合わせられるよう、社会、経済、企業

等の仕組みを適切に設計することこそが、全

要素生産性や潜在成長率の向上、ひいては持

続的成長を可能とするのである。

中長期見通し　予測総括表
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【2008年・地球温暖化問題をめぐる国内外の動き】

1997年に採択された京都議定書の第一約束

期間が2008年からスタートしています（2012

年まで）。日本は1990年比で温室効果ガス

（二酸化炭素やメタンなど）の排出量を2008

年～2012年の５年間の平均で６％削減を約束

しています。しかし、2007年の二酸化炭素排

出量は環境省の速報値によれば、2006年に比

べ2.7％の増加、京都議定書の基準年である

1990年と比べても15％増加しています。

部門別では産業部門が1990年比で1.3％減

少していますが、家庭部門が41.1％、業務そ

の他部門（オフィス等）が41.7％、運輸部門

が14.6％増加しており、家庭部門などの二酸

化炭素の削減は喫緊の課題になっています

（次頁表参照）。

このような状況で、2008年、地球温暖化問

題をめぐり国内外で様々な動きがあり、日本

では京都議定書の約束を守るため、温室効果

ガス削減の様々な施策や方向性が示されまし

た。国内外での地球温暖化問題に関する動向

と合わせ、業界に影響を与えそうな具体的な

動き、現在の状況などを説明していきましょ

う。

国内の動き

2008年は7月に開催された洞爺湖サミット

が地球温暖化問題での重要なイベントでし

た。

（洞爺湖サミット）

2007年6月に開催された前回のサミットで

は「2050年までに世界全体の温室効果ガス排

出量半減」という長期目標を『真剣に検討す

る』事で合意しましたが、今回の洞爺湖サミ

ットでは、『長期目標を世界全体で共有する

ことで一致』という内容に留まり、長期目標

の採択と具体的な数値は先延ばしとなりまし

た。中期目標については「野心的な中期の国

別総量目標を実施する」と明記されたものの、

具体的な数値の言及はありませんでした。

地球温暖化防止への取組みと環境動向

△国土交通省推進「住宅・建築物省CO2推進モデル事業」に採択された住友林業の
「MyForest -So labo（マイフォレスト―ソラボ）」〈省CO2推進モデル仕様〉

必要な「環境」と「経済」の両立 
年末にはポスト京都の枠組みも 

【はじめに】

今や地球温暖化問題

は、世界そして日本とも

に待ったなしの対応が迫

られる重要課題であり、私達の木材建

材業界や住宅業界へも様々な影響を及

ぼすようになっています。今回は、地

球温暖化問題に関する最近の状況と木

材建材業界や住宅業界に与える影響な

どについてご説明します。（住友林業

㈱山林環境本部環境経営部　グループ

マネージャー　大和田康司）
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サミットに併せ開催されたMEM（エネル

ギー安全保障と気候変動に関する主要経済国

会合）では、G8に加え中国、インド、ブラ

ジル、インドネシアなど計16カ国の首脳が参

加し議論しました。しかし、その首脳宣言は

「長期目標を含むビジョンの共有」に留まり、

数値目標の合意には至りませんでした。中期

目標についても数値目標の設定には言及せ

ず、削減を進めたい先進国と自国の経済発展

を重視する途上国間での対立が改めて浮き彫

りとなりました。

ただ、これら一連の国際会議を通じて大量

排出国であるアメリカを初め、中国、インド

を巻き込めたこと、また世界全体で長期目標

を持つ必要性を共有できたことに関しては一

歩前進と言えそうです。

「洞爺湖サミット」後、7月29日に政府は

「低炭素社会づくり行動計画」を閣議決定し

ました。「洞爺湖サミット」に隠れて見落と

しがちですが、重要な「行動計画」が発表さ

れたのです。それは、この中の取組項目が

次々と具現化されてきているからです。

（低炭素社会づくり行動計画）

この計画では、2050年までに「温室効果ガ

ス排出量を現状から60～80％削減する」とい

う長期目標の下、地球温暖化ガス削減に向け

て、次の5つの方針とそれぞれ具体的な行動

計画が示されています。

１、革新的技術開発

・二酸化炭素の回収貯留技術やコストの安

い革新的太陽光発電技術の確立など

２、既存先進技術の普及

・太陽光発電、省エネ型機器、省エネ住宅

などの普及と原子力の推進など

３、国全体を低炭素化へ動かす仕組み

・排出量取引の導入や排出量の見える化な

どの実施など

４、農山漁村の活躍、都市や地域づくり、環

境教育

・バイオマスタウンや環境モデル都市の選

定と環境教育の実践

５、国民運動

・国民一人ひとりが低炭素社会の重要性を

理解し行動するような取組み

この中から木材建材業界や住宅業界に関連

する項目について少し詳しく解説します。

〈太陽光発電〉

太陽光発電世界一の座を再び獲得すること

を目指し、太陽光発電の導入量を2020年に10

倍、2030年に40倍とする数値目標を掲げ、達

成に向けて3～5年後に太陽光発電システムの

価格を現在の半額程度に低減するという行動

計画が決められました。

具体的に経済産業省は住宅向けの太陽光発

電補助制度を2009年の1月から開始。内容は

総額90億円の補助金予算により35,000件程度

の補助件数を想定し、出力1キロワットあた

り7万円の補助金をつけて家庭向けの標準的

な機器を約1割安くするものです。標準的な

家庭用の太陽光発電機器の出力は約３～3.5

キロワットのため補助額は一世帯あたり21万

～25万円程度になります。

2007年　各部門のエネルギー起源二酸化炭素排出量（電気・熱　配分後）速報値
（単位：百万t-CO2）

京都議定書の 2006年度 前年度からの 2007年度
基準年〔シェア〕 （基準年比） 増加率 （基準年比）

合計 1,059 1,186
→　+2.7％　→

1,218
〔92.6％〕 （＋12.0％） （＋15.0％）

産業部門 482 460
→　+3.6％　→

476
（工場等） 〔42.1％〕 （▲4.7％） （▲1.3％）
運輸部門 217 253

→　▲1.6％　→
249

（自動車・船舶等） 〔19.0％〕 （＋16.5％） （＋14.6％）
業務その他部門 164 230

→　+1.2％　→
233

（商業・サービス・事業所等） 〔14.4％〕 （＋40.0％） （＋41.7％）

家庭部門
127 160

→　+8.4％　→
180

〔11.1％〕 （＋30.2％） （＋41.1％）
エネルギー転換部門 67.9 77.1

→　+3.6％　→
79.8

（発電所等） 〔5.9％〕 （＋13.6％） （＋17.7％）
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ただ、この段階では投資の回収に20年以上

かかるとの試算がされていました。しかし、

2009年２月、普及促進の追加策として、家庭

での太陽光発電による余剰電力を従来の2倍

程度（１キロワット時あたり50円弱）で電力

会社が買い取る案が出てきました。関係業界

との調整がすめば、2010年からの導入を予定

されます。

この制度と補助金とを合わせると投資の回

収が10～15年ぐらいで可能との計算になりま

す。

そうなると、太陽光発電の一般家庭や賃貸

住宅への普及は加速度的に増加することが考

えられます。その急速な普及のための次のポ

イントは施工業者の確保になってくると思い

ます。

〈省エネ住宅・ビル、200年住宅〉

これは新築の住宅・ビルがすべて省エネ型

になることを目指すということで、改正省エ

ネルギー法に基づく省エネ措置の住宅・ビル

の届出義務の範囲の拡大や建売住宅に対し、

省エネ性能の向上を促す措置の導入を実施す

るというものです。

この法律は2009年４月からの施行が決定し

ており、全ての建売住宅に関しては、その省

エネ性能の基準向上を狙いとして、一定基準

以上の省エネ性能（設備機器も含めて一次消

費エネルギー量を計算する）を有した住宅の

建設が義務付けられることになり、年間販売

戸数が150戸を超える業者は、販売する建売

住宅が基準に満たない場合は、勧告や企業名

公表などの措置がとられることになっていま

す。

一方、基準を満たした住宅に対しては、そ

の性能を住宅やカタログなどに表示できる制

度もあわせて検討されており、建売住宅にお

いて商品差別化が省エネ性能の面で行なわれ

ることになります。

同法律は建売住宅が対象であり、注文住宅

は法律の枠外となっています。注文住宅の場

合は施主の要望ということがあるため、そこ

までの強制力を発揮できないと考えたからで

す。

〈排出量取引〉

2008年10月から排出量取引の国内統合市場

の試行的実施に参加する企業の募集が開始さ

れました。

最終的に参加企業は取引だけの企業なども

含め501社でした。今回は、排出量取引を実

施することが優先された面があり、削減目標

数字の設定や、その数字の単位（総量ベース

か原単位ベースか）も企業が自由に設定する

ことができました。住友林業もこの試行取引

制度への参加を申請しています。

世間で排出量取引が注目され、またカーボ

ンオフセットが話題になるにつれ、国内森林

の吸収量をクレジット化する動きが活発にな

ってきています。

先鞭をつけたのが、高知県での「協働の森」

という活動です。その趣旨に賛同してパート

ナーとなった企業から協賛金を受けて、その

費用により森林の整備を実施します。そこで

整備された森林が吸収する二酸化炭素量を計

算し、その量を証書化してパートナー企業に

発行しています。

さらに、2009年2月には日本林業経営者協

会が二酸化炭素吸収量と生物多様性保全を組

みあわせた証明書を発行し、販売する制度

（フォレストック認定）を開始しました。

環境省も2009年、国内のプロジェクトによ

り実現された温室効果ガス排出削減・吸収量

をカーボン・オフセットに用いられるクレジ

ットとして認証する仕組みである『Ｊ-ＶＥ

Ｒ制度』の導入を予定しています。これは、

特に間伐等の森林管理を実施し、森林の二酸

化炭素吸収量を増加させる取組みを位置づけ

るためのものです。

排出量取引の進行により、森林の二酸化炭

素吸収量にもさらに注目が集まっていくこと

が期待されます。

〈排出量等の見える化〉

多くの商品や食品、サービスからの温室効
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果ガス排出量等が「見える化」されることを

目指すということで、具体的にはカーボンフ

ットプリント制度の導入を図ろうというもの

です。すでに試行的な導入実験の実施が開始

されており、イオンでは2009年1月にカーボ

ンフットプリント表示をした商品の試験販売

を実施しました。カーボンフットプリントは

その商品の原材料の調達から廃棄までに必要

としたエネルギー量を二酸化炭素発生量に換

算して商品に表示するというものです。

木材製品については、2008年10月から林野

庁で検討会が立ちあげられ、「見える化」実

施に向けての議論が開始されています。今、

議論の中心になっているのは、いかに木材製

品の優位性を表示するかという点です。一つ

は、木材製品が二酸化炭素を吸収して、炭素

として固定化している働きをどのように表示

に反映するかについてです。二つ目が、間伐

材を使用した製品では、間伐により森林の二

酸化炭素吸収量が増加した分をどのように反

映するかということです。また木材製品を廃

棄後、チップやバイオマス燃料として使用し

た場合の計算方法など、木材ならではの課題

もあります。

林野庁の計画では、これらの課題を解決し、

2009年度にマニュアルやガイドラインを整備

して、2010年度から普及させていきたいとし

ています。

この機会に木材製品は生産過程で排出する

二酸化炭素量が他の建築材料に比べて圧倒的

に少ないという優位性を業界をあげてＰＲし

ていきたいと思います。

以上、国内における地球温暖化問題に関す

る動きを見てきましたが、2008年は海外でも

いくつか重要なことがおきています。それを

簡単に説明しましょう。

海外の動き

海外では、ポスト京都議定書の中期目標の

論議が盛んになってきました。この問題での

先進地域であるＥＵは12月に「2020年までに

温室効果ガスを1990年比で20％以上削減」と

の目標を発表しました。

また、アメリカでオバマ政権が誕生、これ

までのブッシュ政権と違い、世界と歩調を合

わせて温暖化問題解決への協力の方向へと進

み始めました。このことにより世界での地球

温暖化防止への取組み（二酸化炭素排出量削

減への取組み）が加速されていくことが予想

されています。

実は木材建材業界にとって、注目すべきは

「ＲＥＤＤ」という仕組みが話し合われてい

ることです。それは木材を伐採しないことに

対しCO2クレジットなどのインセンティブを

木材資源国に与えようというものです。次は

「ＲＥＤＤ」について、少し詳しい説明をし

たいと思います。

世界の排出量の２割を占めると言われてい

る途上国における森林減少・劣化による温室

効果ガス排出。その削減を進める対策として

の「ＲＥＤＤ（Reduc ing Emiss ion f rom

Deforestation and Degradation）」がポスト

京都議定書の主要テーマとして注目を浴びて

います。これは、森林減少や劣化を防止する

ために、先進国が資金を拠出し、途上国に対

してインセンティブを与える仕組みです。例

えば通常の伐採予定量よりも伐採量を抑制し

た場合、その差に対しCO2クレジットなどの

インセンティブを与えようということです。

現在、今年12月に開催されるＣＯＰ15での

枠合意を目指して、方法論的課題と政策的課

題の両面から議論が続けられていますが、い

森林減少・劣化によって排出されるCO2の削減
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くつかの検討課題が挙がっています。

議論の余地はまだたくさん残されています

が、ポスト京都議定書の枠組み、つまり2013

年以降、確実に導入される制度だと考えられ

ています。それは、途上国を地球温暖化問題

討議のテーブルにとどめておくための「アメ」

の意味があるからと言われています。

この制度が実施されると当然のことなが

ら、途上国（インドネシア、ブラジルなど）

の木材伐採量が抑制されますので、世界的に

木材供給量が減少し木材製品の価格が上がる

事態が予想されます。

ＦＡＯの調査では、2006年における世界の

木材生産は35億1,000万立方メートルで、Ｒ

ＥＤＤの対象となる地域、アジア、南米、ア

フリカの生産量は合計して約20億万立方メー

トルと全生産量の57％となっています。イン

センティブの金額によって伐採抑制量は上下

しますが、これらの地域での木材の伐採抑制

は木材市場にかなり大きな影響を与えること

は間違いないと思われます。

最後に住友林業における地球温暖化への取

組みを２つご紹介します。

１、「MyForest-Solabo（マイフォレスト―ソ

ラボ）」（省CO2推進モデル仕様）発売

家庭部門のCO2排出量が増加傾向にある

中、住宅における居住時の省CO2対策の必要

性が叫ばれています。2009年2月に住友林業

は断熱性能などを向上させたマイフォレス

ト‐ソラボ（省CO2推進モデル仕様）を発売。

国土交通省の住宅・建築物省CO2推進モデル

事業にも採択されました。

この住宅は断熱性能を次世代省エネルギー

基準Ⅱ地域仕様（東北から岐阜の山間部）に

向上させ、太陽・風・緑など自然を生かし、

冷暖房設備に頼らない住まいの高度なパッシ

ブ設計手法を採用し、さらにCO2排出量削減

に実効性の高いダブルソーラーシステム（太

陽熱利用給湯と太陽光発電）によりエネルギ

ー自給率を高めています。また、WEBサイ

トを活用して、省CO2な住まい方アイデアを

創出する提案をしています。これにより、新

省エネルギー基準の一般木造住宅に比べCO2

排出量を約65％削減可能にした住宅です。

さらにこの住宅は、主要構造材の70％に国

産材を使用しており、木材製品輸送時のCO2

削減に貢献するだけでなく、国内山林の整備、

活性化によるCO2吸収量の向上にも寄与して

います。

２、全展示場・ショールームを環境配慮型照

明機器に切り替え

2008年10月、環境負荷低減や地球温暖化防

止などの低炭素化社会に向けての取り組みを

強化することを目的に、全国の展示場・ショ

ールームの照明機器について、現在使用して

いる白熱灯から環境配慮型照明機器の電球型

蛍光灯への切替えを推進し、併せて屋外等の

ネオン広告塔を撤去していくことを発表し、

順次、実行しています。また、住宅を購入さ

れるお客様に対しても、環境配慮、省エネ効

率、居室の快適性の各方面から考慮した最適

な照明プランを提案しています。

【まとめ】

今年は、12月にコペンハーゲンで開催され

るCOP15（国連気候変動枠組み条約第15回締

約国会議）に向けてポスト京都議定書をめぐ

る動きがますます活発化すると思われます。

日本も6月までに2020年までの中期目標を決

定しなくてはなりません。

そして、いよいよ12月、コペンハーゲンで

開催されるCOP15にて、ポスト京都の具体的

な枠組みが決められる予定です。

いずれにせよ、地球温暖化防止に向け、一

段と私達の生活の中での努力が必要になって

きました。一方、ビジネスの面では、林業を

含め木材建材業界や住宅業界にはフォローの

風になりそうな気配が十分に感じられます。

是非、「環境」と「経済」の両立に向けて、

皆で取組みをすすめていきましょう。

国交省のモデル事業に選択の
マイフォレスト―ソラボ発売
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国土交通省がまとめた平成20（2008）年の

新設住宅着工戸数は、改正建築基準法（19年

６月施行）による影響で落ち込んだ前年の反

動増で前年比3.1％増の109万3,485戸と２年ぶ

りに増加した。

しかし、昭和42（1967）年の99万1,158戸以

来40年ぶりの低水準だった平成19年の106万

戸を3万戸ほど上回ったに過ぎず、２年連続

の110万戸割れとなった。

利用関係別では持ち家、貸家、分譲住宅と

もに前年を上回ったが、一昨年比では持ち家

が11.2％減、貸家が14.5％減、分譲も20.9％減

といずれも減少した。

平成20年の着工を利用関係別、地域別、構

造別に見てみると以下のようになっている。

持ち家は前年比1.2％増の31万8,508戸で、

首都圏（同6.2％増）が５年ぶりに増加に転

じ、中部圏（同3.5％増）、近畿圏（同2.8％増）

ともにプラスとなった。

貸家は同5.2％増の46万4,763戸で、首都圏

（同18.0％増）、中部圏（同4.0％増）、近畿圏

（同3.0％増）ともに増加したが、その他地域

（同2.4％減）は減少した。

分譲住宅は同1.8％増の30万78戸と辛うじ

て30万戸台に乗せた。このうち、マンション

は同8.1％増の18万2,572戸で２年ぶりの増と

なったが、戸建は同6.8％減の11万5,794戸で

２年連続の減少となった。

マンションは首都圏（同20.6％増）と中部

圏（同7.4％増）はプラスとなったが、近畿

圏（同11.0％減）は減少した。

プレハブは同6.1％増の15万4,271戸、２×

４は同9.3％増の10万7,707戸で平成18年の10

万5,390戸を抜く史上最多となった。

なお、平成20年12月の新設住宅着工戸数は

前年同月比5.8％減の８万2,197戸で12月とし

ては昭和26年の集計開始以来、３番目の低水

準だった。低迷続きの持ち家が昭和40年以来

の最低水準まで落ち込んだ。

平成21年1月は18.7％減の7万688戸

１月の新設住宅着工戸数（上表参照）は、

前年同月比18.7％減の７万688戸と２ヵ月連

続の減で、減少幅も拡大した。

持ち家、貸家、分譲ともに２ケタ減となり、

首都圏での持ち家は１月の記録としては過去

最低に、貸家は８ヵ月ぶりに減少し、分譲は

２ヵ月連続のマイナス、マンションは７ヵ月

ぶりの減少に加え25.1％の大幅減だった。

平成20年の新設住宅着工 

前年比3.1％増の109万3,485戸 
前年の反動で2年ぶりの増加 

平成20年新設住宅着工戸数
（▲は減）

1月の新設住宅着工戸数
（％、▲は減）

20年計（戸） 前年比（％）
総戸数 1,093,485 3.1
持ち家 318,508 1.2
貸　家 464,763 5.2
給与住宅 10,136 8.2
分譲住宅 300,078 1.8
マンション 182,572 8.1
一戸建 115,794 ▲6.8

木　造 516,868 2.4
非木造 576,617 3.7
軸組木造 391,221 0.7
プレハブ 154,271 6.1
２×４ 107,707 9.3
在来非木造 440,286 2.8

戸数 前月比 前年同月比
増減率 増　減　率

新設住宅計 70,688 ▲14.0 ▲18.7
〈利用関係別〉
持ち家 20,057 ▲14.0 ▲10.8
貸　家 31,628 ▲17.4 ▲18.4
給与住宅 569 ▲3.7 ▲14.2
分譲住宅 18,434 ▲7.7 ▲26.4
マンション 10,741 ▲3.8 ▲25.1

〈構造別〉
木　造 33,194 ▲21.6 ▲20.3
非木造 37,494 ▲5.9 ▲17.2
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